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　今回は

　外国人と保健医療を

テーマにした特集の第 2弾、

　「移民と健康」です。

　移民の健康を守る

ための取り組みを、

　わたくし、

グローバルヘルス案内人、

　　　ハチ Pが

"ゆる〜くて分かりやすい”

　　　をモットーに

　　　　ご案内しま〜す。　

グローバルヘルスと「移民の健康」
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「移民」とは、どんな人？
数字で見る「移民」
日本国内の移民と世界の移民労働者
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20
国際保健医療協力の専門家のキャリアパス

グローバルヘルスへの道
NCGM 国際医療協力局　上級研究員 / 保健学博士　松岡 貞利

12

なぜ「移民の健康」が重要なのか
「移民の健康」を守るために必要なもの

日本の中で「移民の健康」に取り組む

新型コロナウイルス感染症と
外国人の保健医療アクセスの支援
外国人新型コロナワクチン相談センター（COVIC）/
ワクチン接種会場での運営スタッフへの外国人対応支援 /
外国人コミュニティや関連団体との連携強化 /
外国人向けの相談窓口の連携強化 /地域連携に向けた講演と意見交換 /
ベトナム人コミュニティへのアプローチとオンライン調査 /
グローバルヘルスへの知見の発信と連携 /
「日本ではたらくベトナム人のための健康ハンドブック」の作成
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NCGM 国際医療協力局　NEW TOPICS　

　国際医療協力局が企画するラジオ番組『グ 
ローバルヘルス・カフェ』（ラジオ NIKKEI 第 1）
では、とあるカフェを舞台に世界の健康問題
について国際協力に詳しい田村マスターと常
連客の藤沢久美さん（国際社会経済研究所）
が楽しいおしゃべりを繰り広げます。保健医
療分野だけでなく、国際協力に携わる幅広い
領域の専門家ゲストも登場することも。

国際協力イベント『グローバルフェスタ JAPAN 2022』開催

　国際医療協力局は、10 月 1 日（土） 〜 2 
日（日）に開催される国内最大級の国際協
力イベント「グローバルフェスタ JAPAN 
2022」に出展します。今年のテーマは「こ
こからつながる世界。ともにここから創る
未来。みんなが参加する国際協力」。新型コ
ロナウイルスの感染防止に配慮し、東京国
際フォーラムのリアル会場とオンライン配
信を両立したハイブリッド形式での開催。
トークショーや音楽ライブなど、盛りだく
さんの 2 日間です。国際医療協力局のブー
スでは、さまざまな国際保健医療協力活動
を紹介します。ぜひご来場ください 。

グローバルヘルス・カフェ
ラジオ NIKKEI 第 1
企画 : NCGM 国際医療協力局
出演 : 田村豊光（看護師・NCGM 国際医療協力局）

　　   藤沢久美（国際社会経済研究所）

http://www.radionikkei.jp/globalhealth-cafe/

グローバルフェスタ JAPAN 2022   （入場無料）

2022 年 10 月 1 日［土］ - 2 日［日］10:00 - 17:00

リアルとオンライン配信のハイブリッド開催
　リアル会場：東京国際フォーラム ホールＥ２／
　　　　ロビーギャラリー（東京千代田区丸の内 3-5-1）
　オンライン会場：当日に公式サイト内の「オンライン会場」
　　　　ボタンよりご参加ください。

詳しくは公式サイトへ　https://gfjapan2022.jp

ラジオ NIKKEI 第 1　毎月第 3 金曜日 17:20-17:40 放送

　毎月第 3 金曜日17 時 20 分より好評放送中。
番組公式 HP では、第 1 回からの放送をオン
デマンドでいつでもお聴きいただけます。

ラジオ番組『グローバルヘルス・カフェ』オンデマンド配信中
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グローバルヘルスと「移民の健康」

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって浮き
彫りとなった移民の健康格差と健康危機への脆弱さ。そ
の「移民の健康」をテーマに、2022 年 7 月、世界保健機
関（WHO）から初の世界レポートが発行され、移民の健
康課題に対する取り組みの重要性が強調されました。今
回は NEWSLETTER Vol.15「日本の中のグローバルヘルス」
の続編として、よりグローバルな視点で捉えた「移民の
健康」と、日本国内で取り残されがちな人を保健医療サー
ビスにたどり着けるようにする国際医療協力局の取り組
みをアップデートしてお届けします。
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取り残されがちな人の健康を守る

「移民の健康」って何だろう

　2022 年 7 月、世界保健機関（WHO）は「移民の健康」に関する初の世界レポー
ト「World report on the health of refugees and migrants」を発行しました。その背
景には、グローバル化とともに増加している国境を越えた移動・移住を行う人々の
健康を守る取り組みの重要性が高まっていることがあります。国境を越えて移動・
移住する人を総称して「移民」と呼びますが、国連のデータによると 2020 年の世
界の移民の数は約 2.8 億人と推計され、世界人口の 3.6% を占めています。そのなか
には貧困、病気、障害など社会的にさまざまな困難を抱え、必要な保健医療にたど
り着けない脆弱な状況にある人々が数多く含まれます。新型コロナウイルス感染症
の世界的な流行は、移民が抱える健康格差の問題をより鮮明に浮き彫りにしました。

World report on the 
health of refugees 
and migrants

　WHO は世界レポートを通じて、変動
する世界に対応していくためにも国際社
会全体が保健医療の仕組みを見直し、よ
り脆弱な立場の人にまで医療を届ける必
要性を示し、世界各国に課題解決に向け
たアクションを呼びかけています。「移民
の健康」は、グローバルヘルスの重要な
テーマであり、「誰一人取り残さない」と
謳う SDGs（持続可能な開発目標）の達
成に向けて改善が求められる喫緊の健康
課題の一つなのです。

◀︎　WHO が発行した初の移民に関する世界レポート
　　「World report on the health of refugees and migrants」

世界の移民は　約　 　　　　 億人、世界人口の　　　　　  %２.8 3.6
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　「移民」とはどのような人たちでしょうか。「国境を越えて移動・移住する人」
という捉え方が一般的に広く受け入れられていますが、実は国際的に統一された
明確な定義は存在していません。
　世界的な人の移動・移住の問題を専門とする国連機関の国際移住機関（IOM）は、

「一国内か国境を越えるか、一時的か恒久的かに関わらず、さまざまな理由により、
本来の住居地を離れて移動する人」を「移民」と呼んでいます。国内の地域間移
動も含めて住居地を移す人まで広く対象にしており、移民を構成するグループの 1
つとして国境を越えて移動・移住する人を「国際移民」と区別しています。
　旅行や海外赴任、留学、研修、国際結婚などの理由で自発的に移動する国際移
民がいる一方で、紛争や迫害、災害などの避けがたい状況によって非自発的に住
居地を離れざるを得ない人もいます。紛争や災害などの非自発的な理由で移動を
強制される人を「難民」や「国内避難民」と呼びます。「移民」は、国際移民や難民、
国内避難民なども含む、すべての移動・移住を行う人の総称として使われています。

　現在、世界の移民は、国境を越える人や国内で移住する人をすべて含めると有
史以来最も多い 10 億人、すなわち世界の 8 人に１人が移民と推計されています。
世界共通の定義がなく、移民の数を一元的に把握することが難しいなかで、IOM
から毎年刊行される「世界移住報告書」の推計データは、情報源として世界中で
広く活用されています。最新のデータでは、国際移民の数は 2020 年に 2 億 8,100
万人で、世界人口の 3.6% を占めており、2000 年時点のそれぞれ 1 億 7,300 万
人、2.8% から大きく増加していることが分かります。新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）の流行によって各国で渡航制限が出され、世界中で移動が停滞
しましたが、増加傾向が続いています。災害、紛争、暴力による国内避難民も増
加しています。

「移民」とは、どんな人？

	□ 移民 migrants：（国際的な法的定義はない）移住の理由や法的地位に関係なく定住する国を変更した人々
	□ 難民 refugees：迫害の可能性、紛争、暴力の蔓延など、公共の秩序を著しく混乱させる事態によって国際的な保護の

必要性を生じさせる状況を理由に、出身国を逃れた人々
	□ 国内避難民 Internally Displaced Persons (IDPs)：内戦や暴力行為、深刻な人権侵害や、自然・ 人為的災害などによっ

て家を追われ、自国内での避難生活を余儀なくされている人々（「実践グローバルヘルス」P.199 より）

「移民の健康」関連ワード
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WORLD MIGRATION 
REPORT 2022 

数字で見る

国際移民の数（2020）

2.81億人

2019 年との比較

2.72 億人から増加⭡

3.6　%

2019 年との比較

3.5% から増加⭡

世界人口に占める
国際移民の割合（2020）

男女別の国際移民の数（2020）

女性1.35　億人

2019 年との比較
女性 1.3 億人、男性 1.41 億人から増加⭡

男性1.46　億人

移民労働者の数（2019）

1.69　億人

2017 年との比較
1.64 億人から増加⭡

避難民の数（2020）

8940  万人

2019 年との比較
8480 万人から増加⭡

（難民、亡命希望者、国内避難民などを含む）

国際送金額（2020）

7020　億ドル

2019 年との比較
7190 億ドルから減少⭣

低中所得国への
国際送金額（2020）

5400　億ドル

2019 年との比較
5480 億ドルから減少⭣

飛行機を利用した
旅客数（2020）

18　億人
2019 年との比較
45 億人から減少⭣

移 民

出典：国際移住機関（IOM）
「World Migration Report 2022」

このうち
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　移民が最も多く居住しているのはアメリカで、その数は 5,060 万人を超えてい
ます。第 2 位以降はドイツ、サウジアラビア、ロシア、イギリスと続きます。日
本は欧米に比較すると移民の受け入れが少なく、第 24 位に位置しています。
　日本には、2020 年末時点で人口の約 2.5% にあたる約 289 万人の外国人が暮ら
しています。観光客など 3 カ月（90 日）以下の短期滞在者を含まない、永住者や
中長期在留者、技能実習生、留学生などの在留外国人です。2020 年は新型コロナ
ウイルス感染症の流行の影響を受けて減少しましたが、全体として年々増加傾向
にあります。出身国は 194 カ国で、人数での上位 10 位は、上から中国 27%、ベ
トナム 15.5%、韓国 14.8%、フィリピン 9.7%、ブラジル 7.2%、ネパール 3.3%、
インドネシア 2.3%、台湾 1.9%、米国 1.9%、タイ 1.8% の順で、アジア地域の国々
が大多数を占めています。

　移民のなかで大きな割合を占めているのは「移民労働者」と呼ばれる外国で働
く人たちです。国連経済社会局（UNDESA）は、2019 年の世界国際移民の総数 2
億 7,200 万人のうち、移民労働者の総数を 1 億 6,900 万人と推計しました。国際
労働機関（ILO）によると、移民労働者は世界全体の労働力（35 億人）の約 5% を

日本国内の移民と世界の移民労働者

アメリカ
50,632,836

カナダ
8,049,323

スペイン
6,842,202

オーストラリア
7,685,860

ロシア
11,636,911

サウジアラビア
13,454,842

アラブ首長国連邦
8,716,332

イギリス
9,359,587

ドイツ
15,762,457

フランス
8,524,876

1
2

3

4

58

6
7

9

10

単位：人
世界の移民人口の上位 10 カ国（2020 年）
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24.2
22.1

14.3

8.0 7.4 7.2
5.6 4.2 3.5 2.8

0.7

北・南・
西欧

北米 アラブ
諸国

東欧 サハラ
以南

アフリカ

東南
アジア
太平洋

中央アジア
西アジア

南アジア ラテン
アメリカ
カリブ

東アジア 北アフリカ

%

出典：国際労働機関（ILO）「Global Estimates on International Migrant Workers」

占めています。移民労働者の 86.5% は 25 〜 64 歳の働き盛りの世代で、人口増加
傾向にある低中所得国と高所得国との間で労働力の過不足を調整する役割も果た
していると言われています。
　地域別には、欧州が 24.2% と最も多く、北米が 22.1%、アラブ諸国 14.3% と続き、
移民労働者の 6 割がこの 3 地域で暮らしています。アフリカはわずか 8.1% となっ
ており、移民労働者の多くが高所得国に流入している傾向が見てとれます。　　
　こうした移民労働者を含む移民の国際送金額は、2020 年で 7,020 億ドルにのぼ
り、このうち 5,400 億ドルが低中所得国に送金されています。これは政府開発援
助を大幅に上回っており、低中所得国の経済を推進するための重要な資金となっ
ています。しかし、新型コロナウイルスの流行により仕事の継続が難しくなった
移民労働者も多く、2020 年の国際送金額は減少しました。
　移民の受け入れ国では、移民労働者がその国で保健医療サービスを受け、人間ら
しく働きがいのある労働条件で働けるように政策や仕組みの整備が求められます。
日本でも新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて失業し、帰国便が確保でき
ない技能実習生に対し、2020 年 4 月にそれまで認められていなかった異業種への
転職を、再就職支援のために期間限定の特例で認めるなどの措置がとられました。
　移民による労働力移動は、受け入れ国の労働需要の変化への対応だけでなく、
出身国を含む相互の技能・技術移転や持続可能な開発、新たなイノベーションの
創出につながるなどの相乗効果も期待できます。

地域別の移民労働者の割合（2019 年）
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　すべての国のすべての人が将
来にわたってより良い社会を生
きるために、国際社会は 17 の
目標「SDGs（持続可能な開発
目標）」の達成に向かって、世
界規模の課題を解決しようとし
ています。その理念は「No one 
will be left behind ＝ 誰一人取
り残さない」というものです。

なぜ「移民の健康」が重要なのか

　SDGs には、移民に大きく関わる「目標 10：人や国の不平等をなくそう」とい
う目標があります。高齢者、障がい者、子ども、女性、移民・難民など脆弱な立
場に置かれた人々の不平等を是正するという目標です。これには「10.2：2030
年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位そ
の他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的
な包含を促進する」「10.7.2：秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流
動性を促進する移住政策を持つ国の数」といった指標が掲げられています。
　また、「目標 3：すべての人に健康と福祉を」という保健医療分野の目標があ
ります。このなかの具体的な指標の一つには、すべての人が負担可能な費用で基
礎的な保健サービスを利用できる「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」
の達成が盛り込まれています。UHC の達成によって、誰一人取り残されることな
く、必要な時に医療を受けられ、予防可能な病気や感染症の対策ができ、健康に
生きられるようになる社会を目指しています。
　2022 年 5 月には、安全で秩序のある移住のための国際社会の連携や知見の共有
の機会として、4 年に 1 度のハイレベル会合「国際移住検討フォーラム（IMRF）」
が国連本部で 4 日間にわたって開催されました。2018 年に 164 カ国によって合意
された、移住に関する包括的な国際協力のための枠組み「移住グローバル・コン
パクト」の進捗が確認され、「移民の健康」に関連する議論では、健康が UHC に
おける基本的な人権であることをはじめ、移民に寄り添った情報やサービスの提
供、地域内での移民に対するサポート、医療への平等なアクセスの確保などの重
要性が強調されました。
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言葉
健康保険
の問題

在留資格
の問題

職場環境
地域の
医療環境

情報不足
経済的な
事情

保健医療アクセスへのさまざまなハードル

　誰一人取り残されることなく健康が平等に守られるべきであるという世界共通
の認識のなかで、「移民の健康」には改善すべき多くの課題があります。WHO の
世界レポートでは、移民の健康を決定づける要因として、個人の性別や年齢、遺
伝などの属性に加えて、教育、ヘルスリテラシー（健康の情報を理解・活用する
スキル）、収入と社会的地位、雇用と労働条件、社会的支援ネットワーク、文化、
保健医療サービス、安全な水やきれいな空気、健全な職場、安全な家、コミュニティ、
道路、食事と栄養などが挙げられています。脆弱な状況にある移民は、これらが
高い水準で確保できていない場合が多いのです。

　「移民の健康」は、どの国に住んでいてもすべての人が健康に生きられる権利を
どのように守るのかという世界の健康課題の 1 つです。移民を受け入れている国で
は、政府や自治体、保健医療機関、NPO、研究機関、企業などが協力して、移民
の保健医療へのアクセス向上につながる支援に取り組んでいます。

「移民の健康」を守るために必要なもの

　特に保健医療サービスへのアクセスの問題には、言葉の壁だけでなく、健康保険
や在留資格の問題、職場環境、地域の医療環境、情報不足、経済的事情など、さま
ざまなハードルがあります。予防や早期治療が可能な病気でも医療にたどり着いた
時には重症化していたり、感染症に対して高い感染リスクにさらされたりと、移民
と滞在国の人々との間に健康格差が生まれてしまいます。このような健康格差を是
正するには、保健医療分野だけの取り組みを超えて、労働や経済、文化などの側面や、
個人のライフコースや生活環境など、分野横断的かつ包括的に支援できる仕組みが
社会のなかに整備される必要があります。
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　新型コロナウイルス感染症の流行は、世界中の移民の健康危機への脆弱さを強
めることになりました。グローバルヘルスにおいて「移民の健康」というテーマの
重要性が増すとともに、移民に対する保健医療サービスへのアクセスの改善が喫緊
の課題となりました。日本にいる外国人のなかにも、貧困、病気、障害など社会的
にさまざまな困難を抱えて、感染しても保健医療へのアクセスが脆弱な状態にあ
る場合が多く見られました。
　国際医療協力局の専門家チームは、参画する「みんなの外国人ネットワーク

（Migrants' Neighbor Network & Action（MINNA））」 の 活 動 の 一 環 で、 み ん な の
SDGs - 外国人タスクフォース、シェア＝国際保健協力市民の会、アジア経済研究所
の 3 つの団体と協働で、外国人コミュニティに情報を届ける仕組みづくりや、検査・
診療にたどり着くまでの道筋を整えることに取り組んできました。

　最初に調査をしてみると、次のような移民の生活と医療の事情が把握できました。

日本の中で「移民の健康」に取り組む

新型コロナウイルス感染症と
外国人の保健医療アクセスの支援

	⹅ 新型コロナウイルス感染症の流行の影響により仕事 ･ 収入が激減し､ 同じ出身
国の人のアパートなどで密集生活をする人が急増した。

	⹅ 外国人のコミュニティは多様なサブコミュニティ（来日時期､ 出身､ 在留資格､
居住地など）から構成され、相互につながっていない場合も多い。

	⹅ 多くの外国人にとってフェイスブックなどの SNS が主な情報源になっている。

	⹅ 体調不良などの症状がある時にどうしたらよいか分からない人が多い。

	⹅ 困った時に周囲の日本人の役割が重要になる。

	⹅ 健康保険や在留資格の問題を含めたさまざまな社会 ･ 経済 ･ 文化的な課題を受
け止める「よろず相談窓口」としての外国人相談が重要な役割をもつ。

	⹅ 外国人相談は十分に利用されておらず、保健所 ･ 医療機関とのつながりも乏しい。

	⹅ 健康保険のない外国人が保健医療に安心してアクセスする条件が整っていない
ことが、感染症への対応に深刻な影響を及ぼす恐れがある。
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外国人の保健医療アクセスと 4 つのアクション

　これらの状況を踏まえて、専門家チームは外国人の保健医療サービスへのアクセ
スを改善するために、次の 4 つのアクションを柱に活動しています。

1.	 健康を守るために必要な情報を外国人に届ける
2.	 困難な状況にある外国人が保健医療にたどり着く道筋を整える
3.	 外国人の健康に影響を与える社会・経済・文化的な改善を模索する
4.	 外国人と他の取り残されがちな人々を支える国内外の取り組みと連携する

　継続的な取り組みによって、外国人の置かれている状況の理解や、関係者との連
携などがさらに進みました。最近の活動を中心に主な取り組みを紹介します。

みんなの外国人ネットワーク ヘルス プロジェクト（MINNA）

日本国内に暮らし / 働きながら、さまざまな理由で困難な状況に置かれ
ている外国籍の人びとが、必要な情報・支援・制度にアクセスするのを
お手伝いすることを目的とした集まりです。

公式サイト：	https://minna-health.com/（日本語）
	 https://minna-health.com/en/（英語）

健康を守るために
必要な情報を外国人に届ける1

2 困難な状況にある外国人が
保健医療にたどり着く道筋を整える

3 外国人の健康に影響を与える
社会・経済・文化的な改善を模索する

4 外国人と他の取り残されがちな人々を支える
国内外の取組みと連携する

医療通訳
言葉の壁

言葉の壁
在留資格
健康保険
健康不安
　　　など

外国人

地域組織、日本語ボランティア、企業、自治体、大学

外国人相談
センター 保健所

NPO

外国人コミュニティ
サブコミュニティ

周囲の人
日本語が話せる知人
職場、日本語学校

SNS（facebook など）

支援団体・個人

4
1

2

3
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　専門家チームは、全国の外国人に広く新型コ
ロナウイルス感染症やワクチンの情報が伝わる
ように、外国人向けの相談事業に豊富な実績を
もつ NPO 法人国際活動市民中心（CINGA）が立
ち上げた「外国人新型コロナワクチン相談セン
ター（COVIC）」の運営に協力しました。COVIC 
は、外国人にワクチン接種に関する情報を提供
し、必要に応じて全国の外国人相談や自治体の
ワクチン窓口につなぐ活動を行っています。
　開設にあたり、CINGA が全国の外国人相談セ
ンター 68 カ所に電話インタビューを行ったとこ
ろ、外国人へのサポート体制は自治体によって

さまざまであり、先進的な取り組みの経験の共有が重要であることが分かりまし
た。また、外国人が個別に自治体に問い合わせても、課題の解決に至りにくい現
状があることが見えてきました。
　そこで COVIC では、外国人相談対応に慣れているコーディネーターが " やさし
い日本語 " で対応し、全国の外国人の個別ニーズに合わせた相談支援を無料で提
供できるようにしました。外国人支援のネットワークを活かして、難しいケースに
もできる限り対応し、必要に応じて自治体と連携してワクチン接種に向けた調整を
行っています。これにより、ワクチン接種券の入手が困難だった外国人 150 名以
上について、接種券発行につなげることができました。COVIC は 2021 年度に 6 カ
月間の活動を経て終了しましたが、2022 年 9 月より再開し、多くの外国人のワク
チン接種を引き続きサポートしています。

外国人新型コロナワクチン相談センター（COVIC）

COVIC の立ち上げ準備のため、全国の外国人相談センターにヒアリングを行う専門家チーム
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　専門家チームは、東京都内のいくつ
かの自治体のワクチン接種会場でも外
国人への接種がスムーズに対応できる
ように支援活動を行いました。また、
炊き出しの会場で、接種券を入手しに
くい人たちへのアンケート調査にボラ
ンティアとして参加しました。

ワクチン接種会場での運営スタッフへの外国人対応支援

東京都北区のワクチン接種会場にて CINGA が行う
外国人対応を支援

東京都豊島区における炊き出しの会場で
アンケート調査

外国人コミュニティや関連団体との連携強化

　出身国や社会・経済・文化的なバックグラウンドの異なる外国人は、情報や保健
医療サービスへのアクセスのしやすさにも人によって差があります。多様な状況へ
の理解を深め、より有効的な支援を実現するために、外国人コミュニティや関連機
関・団体との連携強化は重要な要素となります。専門家チームは、多くの組織から
現場の声をヒアリングし、活動に役立てています。
　

ヒアリングした関連機関や団体： 都内の日本語学校、ミャンマーコミュニティ、エベレストイ
ンターナショナルジャパン、結核予防会医師、認定 NPO 法人難民支援協会、責任ある外国人
労働者受け入れプラットフォーム（JP-MIRAI）、ILO 南アジアディーセントワーク技術支援チー
ム（ニューデリー）、ローソンスタッフ株式会社、特定非営利法人青少年自立援助センター定
住外国人支援事業部　など
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　2022 年 7 月、MINNA 主催による「外国人への情報普及と保健医療サービスへの
アクセスを考える集い」が長崎県にて開催され、国際医療協力局の専門家である藤
田雅美医師と神田未和助産師が講演に登壇しました。当日は、地域で外国人の生活・
労働・健康に携わる関係者が集まり、地域連携に向けた意見交換が行われました。

　日本国内には、国レベルの外国人総合相談支援センター、都道府県・政令指定
都市での広域相談、自治体の外国人相談窓口、職能団体などによる専門家相談、
NPO による相談事業、法務省のワンストップ型相談センターなど、 多くの外国人相
談窓口があります。こうした相談窓口は、外国人の生活全般の課題に幅広く対応し、
必要に応じて他の組織・機関につなぐ役割を担っています。保健医療にアクセスす
るうえでも重要な役割を果たしていますが、保健所や医療機関などとの連携や、外
国人への周知には改善の余地があることが分かってきました。そこで専門家チーム
は、MINNA の活動として、外国人対応に取り組む保健所や医療機関の専門家とと
もに、外国人相談と保健所とが事例を出し合って連携の強化を図る、事例検討会を
連続で開催しました。

外国人向けの相談窓口の連携強化

Flowchart for COVID19-positive People
新冠病毒呈阳性时的流程 Quy trình xử lý khi bị dương tính với corona

Standby at home / Preparation for cure away
在家等待，做好疗养、住院的准备 Chờ đợi tại nhà, chuẩn bị điều trị

Determination of the recuperation site
决定在哪儿疗养 Quyết định nơi điều trị

Preparation for moving
做好准备 Chuẩn bị

Pick  up at home
派车去您家接您 Đón từ nhà

Case of home cure
在家疗养 Trường hợp điều trị tại nhà

Catering service
食品配送服务 Dịch vụ phát đồ ăn

Observation of health condition
观察健康

Theo dõi sức khỏe

Checking-in
进酒店

Vào ở

Hospital stay
住院

Nhập viện

Discharge
出院

Ra viện

After 10 days from the start of symptoms and 72 hours from relief 
以出现症状日为0天，经过了10天，症状减轻后且经过了72小时

Lấy ngày phát bệnh là ngày 0, qua 10 ngày, và sau 72 giờ sau khi tình trạng bệnh chuyển biến tốt

Patients may have to stay home in case of shortage of beds
根据病床的空缺情况，虽然有症状，但也有不能马上住院、要您等待的情况

Tùy vào tình trạng sẵn có của giường bệnh, mà sẽ có trường hợp dù có triệu chứng bệnh cũng không thể nhập viện ngay được mà phải chờ đợi.

Contact tracing and contact point survey for infection control 
作为预防感染症的对策，要确认及调查接触者及感染地点

Vì biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm như xác nhận người tiếp xúc và điều tra nơi lây nhiễm.

Patients may follow blue arrows in case of symptomatic worsening or standing by at home
症状的恶化或在家等待时，有时会出现蓝箭头的状态

Nếu tình trạng bệnh chuyển biến xấu hoặc đã chờ đợi, có thể có trường hợp mũi tên màu xanh.

Vegetarian food or religious food may not be available in some areas
因地区不同，有时无法提供清真食品或素食

Tùy theo vùng mà sẽ có nhiều trường hợp khó có thể cung cấp đồ ăn tôn giáo và đồ ăn chay.

For confirmation of health conditions and support of living or psychological conditions
确认症状，对您的生活、身心进行支援

Kiểm tra tình trạng bệnh và hỗ trợ đời sống, tinh thần.

Use a private car when possible
如可能请开自己的车去

Đi bằng ô tô riêng nếu có thể.

Return home by public transport
回家时请利用公共交通工具

Tự mình trở về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng,...

There are videos and textbooks to learn some Japanese words and phrases to 
describe symptoms of COVID-19
有学日语的视频和教材，告诉你如何表达新冠的症状

Có các video và tài liệu văn bản có thể giúp luyện tập tiếng Nhật khi muốn 
truyền đạt những triệu chứng 
nhiễm corona

Things you can do on your own 自己要做的事 Việc tự mình thực hiện

Notification of the facility to stay from some public health center
由保健所联系，告知您在哪个酒店疗养

Liên lạc về nơi ở từ trung tâm y tế

Case of hospitalization
需住院时

Trường hợp nhập viện

Notification of the cure site and pick-up time from some public health center
由保健所联系，通知您住哪家医院、接送的时间

Liên lạc về nơi nhập viện và giờ đưa đón từ trung tâm y tế

Interview about health condition
听取健康状况

Lấy thông tin tình trạng sức khỏe

Epidemiology study
流行病学的调查

Điều tra dịch tễ học

療養先の決定

入院する場合※5

※5※5

保健所から入所先の連絡 保健所から入院先・送迎時間の連絡

健康観察※4

発症日を0日目とし、10日間経過し、
かつ症状軽快後72時間経過後

準備
自宅までお迎え※6

Permission to go out（Completion of cure）
可以外出（疗养结束）

Có thể ra ngoài

外出可能
（療養終了）

入所

Discharge
出酒店

Rời khách sạn
退所※7

入院

退院※7

自宅で待機して療養の準備

このフローチャートは、2021年2月時点での、東京都における状況に基づいて作成しました。 英語・中国語・ネパール語・
ベトナム語にて併記

•健康状態聞き取り •疫学の調査※1

●コロナ陽性診断後の入院・ホテル
　療養にはお金はかかりません

Multi-language Information on COVID-19  
COVID-19 Information and Resources  ( Cabinet Secretariat)
有关新冠的多语言信息、新型冠状病毒感染症对策（内阁官房）

Thông tin bằng nhiều ngôn ngữ liên quan đến corona
Các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới (Văn phòng nội các Nhật Bản)

 Multi-language Information onCOVID-19 
 ( Japanese Association of Public Health Center Directors)
有关新冠的多语言医疗信息（全国保健所长会）

Thông tin y tế bằng nhiều ngôn ngữ liên quan đến corona 
(Hiệp hội giám đốc trung tâm y tế toàn quốc)

It is free of charge for hospitalization or hotel cure after you tested 
COVID19-positive
被诊断为新冠阳性后，住院及在酒店疗养均免费

Không cần trả tiền khi điều trị tại bệnh viện, khách sạn sau khi được 
chuẩn đoán dương tính với corona

Ask the phone number where you can reach in case you feel out of sorts during home cure
在家疗养中如症状发生恶化时，应给哪儿打电话，请务必事先打听清楚

Nhất định hãy hỏi xem có thể liên lạc đến đâu khi tình trạng cơ thể chuyển biến xấu trong 
quá trình điều trị tại nhà

Call 119 for an ambulance
叫救护车时请拨打119 Khi cần gọi xe cấp cứu hãy gọi đến số 119

●コロナに関する多言語情報
　新型コロナウイルス感染症対策（内閣官房）

そのとき　自分ですること
じ ぶん

いえ

ほてる びょういん

でん わ ばんごう かくにん

電話番号を確認します
自宅療養中に体調がわるくなったとき、どこに
連絡するか必ず聞きましょう

コロナの症状を伝えるための日本語を練習
できる動画とテキストがあります

じゅんび

準備します
に ほん ご おぼ

日本語を覚えます

●コロナに関する多言語医療情報
　（全国保健所長会）

きゅうきゅうしゃ よ

救急車を呼ぶときは119

病院や保健所・検査センターなどで
PCR検査実施

※1　接触者の確認及び感染場所の調査という感染予防策のため

※2　病床の空き具合により、症状があってもすぐに入院できず待機する場合もある

※3　地域による、宗教食・菜食の提供は難しい場合が多い

※4　症状の確認と生活や心のフォロー

※5　症状の悪化や待機していた場合などは、青矢印の場合も出てくる

※6　可能なら自家用車で行く ※7　公共交通機関などで自分で帰宅

医師の判断（持病、年齢、症状などを総合的に勘案して）

Case of hotel cure
在酒店疗养

Trường hợp điều trị tại khách sạn

ホテル療養の場合

This flowchart was drawn based on the situation in Tokyo in February 2021
根据东京都的状况，于2021年2月制定了这个流程图。

Sơ đồ này được tạo nên dựa trên tình hình ở thành phố Tokyo tại thời điểm tháng 2 năm 2012

Notification of test result(positive test result) from hospitals, public health centers, testing centers, or others
检查的结果被判定为阳性者，由医院、保健所、检查中心等通知您

Liên lạc kết quả xét nghiệm, xác nhận dương tính từ bệnh viện hoặc trung tâm y tế, trung tâm xét nghiệm

お金、携帯電話、充電器、身分証、服、
パジャマ、下着、マスク、タオル、洗面用具、
洗剤、ゲーム、本、お菓子、音楽など時間を
過ごせるもの

かね けい たい でん わ み ぶん しょう ふく

した ぎ せんた お るま す く

げ ー む ほん か

す

し おん がく じ かん

めん

せん ざい

よう ぐ

じゅう でん き

ぱ じ ゃ ま

食べ物、水、消毒液、トイレットペーパー
た もの みず しょうどく えき と い れ っ と ぺ ー ぱ ー

1

2

1 2 3

3

作成：みんなの外国人ネットワークMINNA（国立国際医療研究センター国際医療協力局、SHARE、アジア経済研究所、みんなのSDGs 外国人タスクフォース）
さく せい がい こく じん ね っ と わ ー く こく りつ こく さい こく さい い りょうきょうりょくきょく あ じ あ けい ざい けんきゅう じょ がい こく じん た す く ふ ぉ ー すい りょうけんきゅう せ ん た ー

Items you need to prepare
做好住院准备 Chuẩn bị

Doctor’s decision (based on comprehensive consideration of the patient’s chronic disease, age, symptoms, etc.) 
医生根据是否有慢性病、年龄、症状等进行综合判断 Phán đoán của bác sĩ (xem xét mang tính tổng quát về bệnh mãn tính, tuổi tác, triệu chứng)

PCR testing at hospitals, public health centers, testing centers or others
在医院、保健所、检查中心等接受PCR（核酸）检查

Tiến hành xét nghiệm PCR tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế, trung tâm xét nghiệm

コロナ陽性になった時の流れ
よう せい とき ながこ ろ な

病院や保健所・検査センターなどから
検査結果　陽性判定　連絡

配食サービス※3
はいしょく さ ー び す

けん こう かん さつ

自宅療養※2の場合 
じ たくりょうよう ば あい

協力：みんなの外国人ネットワークMINNAマテリアルアドバイスグループ（熊本県人吉保健所、全国医療通訳者協会（NAMI）、帝京大学、東京都北区保健所）、
NPO法人国際活動市民中心（CINGA） ※ 各地にあった変更を希望される場合などはお問合せください　info@cinga.or.jp

きょうりょく がい こく じん ね っ と わ ー く ま て り あ る あ ど ば い す ぐ る ー ぷ くま もと けん ひと よし ほ けん じょ ぜん こく い りょうつう やく しゃきょうかい ていきょうだい がく とうきょう と きた く ほ けん じょ

ほう じん こく さい かつ どう し みんちゅうしん かく ち へんこう き ぼう ば あい といあわ

Check some phone numbers
确认好电话号码

Xác nhận số điện thoại

Pick up some Japanese words and phrases
请记住相关的日语单词

Học tiếng Nhật

cinga

　また、感染した際にどのように行動す
れば良いか分からない外国人が多かった
ため、自治体や保健所、医療機関の対応
をサポートするツールとして、「コロナ陽
性になった時の流れ」というフローチャー
トを多言語（やさしい日本語、英語、中
国語、ベトナム語、ネパール語）で作成
しました。MINNA のホームページなどで
周知したところ、全国の自治体から「地
域のニーズに合わせた言語バージョンに
改変して活用したい」といった要望を受
け、改変可能なデータを配布しました。多言語で作成したフローチャート

「コロナ陽性になった時の流れ」

地域連携に向けた講演と意見交換
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　専門家チームは、2022 年 1 月に数十万人がアク
セスする Facebook 上の在留ベトナム人コミュニ
ティ「TAIHEN」を介して新型コロナウイルス感染
症の影響に関する調査を実施しました。2 週間ほど
の期間に得られた 929 名の回答を取りまとめ、メ
ディアやウェブサイトで広く発信しました。
　調査結果では、27% の人が症状があっても検査
を「受けていない」と回答し、その理由として「費
用がかかってしまうのではないか」（58%）、「検査が
どこでできるのか分からない」（45％）が最も多く
挙げられました。また、64% の人が「体の具合が悪
くなった時に相談できる場所、もしくは人がいない」
と回答しており、多くのベトナム人が必要な情報や
支援にアクセスできていない状況が明らかになりま
した。そしてワクチン接種率については、「留学生」

（93%）、「技能実習生」（96％）は高い水準だった一
方で、「仮放免」（40%）、「在留資格期限切れ」（21%）
と、在留資格によって大きな差が見られました。
　専門家チームは、こうした現状を踏まえて、誰
一人取り残されずに感染対策を進められるように、
TAIHEN を通じてワクチン接種などに関する記事を
継続的に発信しています。今後は、さらに技能実習
生や留学生、非正規滞在者などのサブコミュニティ
に必要な情報を届ける方法の検討や、ベトナム人の
保健医療従事者や SNS 管理者などのキーパーソン
を中心に必要な情報を配信する仕組みづくり、ミャ
ンマーやネパールなど他の外国人コミュニティへの
情報発信モデルづくりなどを進めていく予定です。

和訳：短期滞在と仮放免中の人たちの
ワクチン接種を支えるホットライン

TAIHEN、MINNA、国立国際医療研究
センターから成るチームからの情報提供
TAIHEN ニュースによると、日本政府は、
特定活動、短期滞在（3 カ月未満の滞在）
や仮放免中の人も含め、ワクチン接種を
受けることを支援しています。もし、上
述の在留資格に該当し、新型コロナのワ
クチンを打ちたい人で、どうやったらよ
いか、わからない人がいたら、相談セン
ターに電話をしてください。

2022 年 6 月に代々木公園（東京都渋谷
区）で開催された「ベトナムフェスティ
バル 2022」では、TB Action Networkと
MINNAが協力して、無料の健康相談会
を開催しました。

ベトナム人コミュニティへのアプローチとオンライン調査

□ 技能実習：「技能実習生」の在留資格を持つ外国人が、日本国内の企業等と雇用契約を結び、業務に従事しながら、技術・
技能・知識を修得する活動　□  仮放免：法務省出入国在留管理庁が運用する外国人収容施設から一時的に解放されること
□ 在留資格：日本に滞在するための資格　□  非正規滞在：在留資格のない滞在

（参照：出入国在留管理庁　https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html）

「移民の健康」関連ワード
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　専門家チームは、「移民の健康」に関する取り組みから得られた知見を論文や講
演などに取りまとめ、国内外のグローバルヘルス関係者に発信しています。
　2021 年 8 月、日本医療政策機構（HGPI）とタイのマヒドン大学の共催によるグロー
バルヘルス・エデュケーション・プログラム（G-HEP）において実施された「移民
の健康」をテーマにした研修・研究プログラムで、専門家チームはタイ、ミャンマー、
ネパール、ブータンからの参加者に講義やアドバイスを行いました。

グローバルヘルスへの知見の発信と連携
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COVID-19 Vaccination Information Center for International Citizen
(COVIC), a call center to support migrants in Japan to receive
COVID-19 vaccines

GCM Objectives

Dates: 2021 - 2022

Type of practice: Project/Programme

Collaborators

Main Implementer:

Citizen's Network for Global Activities (CINGA)

Partners:

Migrants' Neighbor Network & Action - MINNA Bureau of International Health Cooperation, National
Center for Global Health and Medicine, Japan

Services for Health in Asian African Regions - SHARE Our SDGs Task Force for Foreigners

Institute of Developing Economies -IDE-JETRO

GCM Guiding Principles*

*All practices are to uphold the ten guiding principles of the GCM. This practice particularly exemplifies these listed principles.

Innovation

In Japan, there are multiple health sector websites with information in multiple languages that are literal translations of
information for Japanese citizens. The Immigration Services Agency of Japan and COVID-19 consultation centers have
the intention to assist migrants but their support is limited to migrants with certain types of immigration status. COVIC
played the role of a cultural navigator for migrants of all residential status and became caseworkers to provide
accompanied migrants throughout the course until they reached a solution to the problem. COVIC also contributed to
improving access to healthcare for migrants outside of the COVID-19 vaccine, raised awareness of local governments
regarding the challenges migrants face, and contributed to the networking of multi-sector stakeholders at different levels.

Date submitted: 02 April 2022

Disclaimer: The content of this practice reflects the views of the implementers and does not necessarily reflect the views of the
United Nations, the United Nations Network on Migration, and its members.
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Key lessons

Recommendations

Sustainable Development Goals (SDGs)

Additional resources

Geographic Scope

Country: Japan

Regions: Asia

Sub Regions: East Asia

Summary

Studies from several countries suggest that COVID-19 vaccination rates are lower among migrants compared to the
general population. This is also the case in Japan and several factors may be contributing to making it difficult for
migrants to receive COVID-19 vaccines. These include language and social barriers, socioeconomic status, and the
complexity of procedures before vaccination. While each municipality sends a vaccination voucher to all eligible people
on the Basic Resident Register, those who are not on the registry need to request a municipality office to issue a voucher,
which is often a tough hurdle for those with unstable residency status. Particularly, undocumented migrants face a series
of challenges such as demonstration of identification and proof of residence and being reported to immigration
authorities by municipality officers. Whereas some municipalities prioritized public health, accommodating the specific
needs of migrants who are not on the registry, others were less responsive. 

To support these migrants in accessing COVID-19 vaccines, the COVID-19 Vaccination Information Center for
International Citizen (COVIC) was established in September 2021 by Citizen's Network for Global Activities (CINGA), in
collaboration with Migrants' Neighbor Network & Action (MINNA) which is comprised of the Bureau of International Health
Cooperation of the National Center for Global Health and Medicine (NCGM), Services for Health in Asian African Regions
(SHARE), Our SDGs Task Force for Foreigners, and the Institute of Developing Economies (IDE-JETRO). 

COVIC receives phone calls from migrants and provides support in multiple languages in cooperation and coordination
with the nationwide network of International Exchange Associations and NGOs. During the 6 months, COVIC assisted over
400 people from over 20 countries living in 20 prefectures. There were a wide variety of reasons for phone calls. Examples
include how to get vaccinated for an undocumented migrant, what to do when the caller threw away the envelope with the
vaccination voucher, what to do when the caller was undocumented and in hiding for 20 years but now would like to be
vaccinated due to old age, and other vaccine-specific questions. The COVIC not only assessed client needs, provided
information, and referred clients to a specific service, but also served as a caseworker by contacting relevant stakeholders
such as municipality offices, International Exchange Associations and NGOs to find a solution, together with or on behalf
of the client. COVIC had technical supporters who have expertise in health, the municipality support system for migrants,
and immigration law and administrative procedures. COVIC provided individualized support that the government or
municipalities could not provide and accompanied many clients throughout the process until their vaccination is assured.

Read more

Benefit and Impact

1. Improved access to COVID-19 vaccination among those not on the Basic Resident Register including undocumented
migrants
As stated in the summary, COVIC supported those with unstable residency status in Japan to receive COVIC-19 vaccines.
One of the greatest fears for undocumented migrants to be vaccinated was being deported or detained and COVIC
reassured the callers and made municipalities aware of the announcement by the Ministry of Health, Labour, and Welfare
stating that they can choose not to report in this public health emergency. COVIC talked to municipalities and enabled 152
migrants to receive vaccination vouchers necessary to be vaccinated. This includes 18 cases that required several calls
per case. 

2. Increased awareness of municipalities in vaccinating migrants
Given the small percentage of migrants in Japan, many municipalities were not used to assisting migrants and failed to
issue vaccination vouchers for foreigners not listed on the Basic Resident Register although announcements from the
Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) did not exclude them. For example, those with residency status of three
months or less and those under provisional release were not initially able to obtain vaccination vouchers mainly because
of municipalities’ insufficient understanding of MHLW’s announcements. Almost all finally received vouchers after COVIC
intervened.

3. Improved collaboration between health departments and international affairs departments/associations at the local
level as the foundation for better health care for migrants COVIC encouraged municipalities to provide information in
multiple languages and improved healthcare access for migrants. It strengthened the linkage between the international
exchange association and the health sectors. Additionally, COVIC shared its findings through multiple channels including
a web conference of MHLW to exchange experiences to improve healthcare access among migrants. 

Read more

Key Lessons

1. Improving migrant friendliness of the municipalities
In Japan, the authority to issue the vaccine voucher has been decentralized to the municipality level. As stated above,
some municipalities prioritized public health, accommodating the needs of migrants who are not on the Basic Resident
Register, but others were less responsive. CINGA, the organizer of COVIC had extensive experience and knowledge to
address socio-economic, cultural, linguistic and legal issues faced by migrants. COVIC supported and advised the
municipalities in accommodating the needs of migrants, making them more migrant-friendly.

2. Reaching the unreached: creating effective ways to deliver and disseminate information to migrants in need
One of the challenges in assisting the vulnerable population is the scarcity of effective ways to deliver information to
them. There were different methods COVIC used to reach the migrants and deliver information about the work of COVIC.
To reach the Vietnamese community, which is the second-largest foreign community in Japan accounting for 15.9% of the
immigrants according to the Immigration Services Agency of Japan, COVIC had a group of Vietnamese individuals
(“V(Vietnam) -team”) that included Vietnamese interpreters and medical students that filled in the cultural gaps and
fostered a smooth communication. Additionally, there were other community key persons that COVIC reached such as
doctors working in Japan from the same ethnicity that had influence to their community and the Embassy of each
country. We believe that understanding the culture and having multi-channels to deliver information were the keys to
reaching the migrants in need.

3. Seminars to overcome geographical barriers
COVIC is located in Tokyo and it was challenging to let ourselves known across the country. COVIC hosted multiple
seminars to explain the purpose and the work of COVIC to the members of the International Exchange Associations which
work with the municipalities to assist migrants including providing interpreter services and other non-governmental
organizations. Hence, COVIC became the hub for connecting and collaborating with multiple cultural mediators across the
country.

Read more

Recommendations (if the practice is to be replicated)

COVIC played the role of an advocate for the migrants. It acted as a cultural navigator supporting the marginalized to
receive COVID-19 vaccines. An entity like this is rare across the world. It empowered the migrant community, improved
their health support to them, and navigated the municipalities. 

For other countries implementing a similar activity, we recommend the following based on our experiences (i) navigating
the municipalities with a depth of knowledge of the system and situations of the migrants (ii) having different and
effective methods to deliver information about the call center program to the migrants and (iii) establishing a platform
across multiple sectors and in different geographic areas.

Sustainable Development Goals (SDGs)

1 3 5 9 10 17

Additional Resources

Citizen's Network for Global
Activities

National Center for Global Health
and Medicine, Japan

https://sdg-mig.org/

More Related Practices

Creación del Equipo Especializado en Personas Migrantes y en Condición de
Refugio del Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay

Philippine COVID-19 Response in 5Rs: Relief, Repatriation, Recovery, Return, and
Reintegration

Atención a migrantes retornados sin arraigo y en situaciones de vulnerabilidad

Proyecto de carnetización de trabajadores de temporada, transfronterizos y
tránsito vecinal fronterizo en El Amatillo, El Salvador

Accompanying Migrant Minors with Protection, Advocacy, Representation and
Opportunities (AMMPARO)


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UN Repository への投稿

東南アジアと日本の大学・保健省・国際機関
関係者からなる G-HEP の参加者

　2021 年 12 月開催の日本公衆衛生学会では、
「公衆衛生に国境はない」と題した自由集会で
「SDGs と新型コロナ：外国人を取り残さない

ために」という演題の発表を行い、在留資格
が不安定な移民労働者の健康課題について多
くの研究者と共有する機会となりました。また、
2021 年に日本国際保健医療学会で新たに発足
した「移民の健康」委員会のメンバーとして、
学術大会や地方会での移民・難民の健康に関
するシンポジウムを企画・開催しました。
　さらに、さまざまな脆弱性（非正規雇用、
虐待、貧困、性的少数者など）への取り組み
との連携も模索しています。居住の脆弱な 9
つの人口集団を示し、新型コロナウイルス感
染症による社会経済的影響、感染と重症化リ
スク、既存施策と緊急対策について整理し、
論文として発表しました。また、アジア地域
の取り残されがちな人々に関するユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジとソーシャルプロテ
クションの関連性に関する研究に取り組んで
いるほか、シンポジウムの開催などを通じて、
海外の研究者との連携構築も進めています。

そのほかの発信機会： COVIC の経験を UN Repository に投稿 /WHO 西太平洋地域事務局の
フォーラムで発表・議論 / 米国マサチューセッツ大学のセミナーで講演 / 日本熱帯医学会でイ
ギリス、タイの研究者を招待したシンポジウム / 日本感染症学会でのシンポジウム　など

WHO 西太平洋地域事務局の
パートナーフォーラムで発表・議論
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　専門家チームは、ベトナム人向けの「日本ではた
らくベトナム人のための健康ハンドブック」を作成
しています。作成にあたり、外国人総合支援相談セ
ンターの視察を行いました。2022 年 6 月には専門
家チームとベトナムの関連省庁（保健省、労働傷病
兵社会省、外務省）による「移民の健康」技術作業
部会メンバー、国際移住機関 (IOM) ベトナム事務所
の関係者が来日し、国際医療協力局にて意見交換会
を開催しました。ベトナムの「移民の健康」への取
り組みや、作成中の「日本ではたらくベトナム人の
ための健康ハンドブック 」の内容について、両国の
専門家が情報を共有する機会となり、活発な議論が
行われました。

東京都内の外国人総合支援相談
センターを視察

◀︎ ▲  ベトナムの関係省庁と
IOM ベトナム事務所との意見交換会

「日本ではたらくベトナム人のための健康ハンドブック」の作成

　専門家チームは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックという健康危機を
契機に、取り残されがちな外国人の健康を守るための環境整備に向けてさまざま
な活動に取り組んできました。今後もパンデミックの収束を見据えながら、「移民
の健康」とその他のさまざまな脆弱性への対応を、新たな国際保健医療協力活動
へと発展させ、さらに推進していくことを目指しています。

「日本ではたらくベトナム人のため
の健康ハンドブック」（表紙イメージ）
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｜｜大人になったらグローバルな舞台に

─どのようなきっかけで国際保健の世界を目
指したのでしょうか。
松岡　私は日本 3 大秘境の一つと言われる、
宮崎県椎葉村で小 3 から中学卒業まで過ごし
ました。山に囲まれた環境でしたが、父はよく

「大人になったらグローバルな舞台で仕事がで
きるといいね」と言っていました。私に最初
に「国際」を意識させた言葉かも知れません。
　中学生の頃にベルリンの壁が崩壊し、冷戦
が終結しました。世界が劇的に変化していく
という予感があり、衝撃を受けました。その
世界をこの目で見たいという衝動が「国際」
の道を目指すきっかけになったと思います。
高校時代には地理の授業を選択し、人口爆発
や貧困問題など開発途上国の課題にも興味を
持ち始めました。
　大学では国際関係学を専攻し、政府開発援
助の存在を知り、関わりたいと思うようにな
りました。そのようななか、ガーナの NGO
に直接手紙を書いて連絡を取り、現地での活
動する機会を得ました。しかし、渡航前に熱
帯感染症の予防策について情報を集め、自分
なりに勉強したのですが、マラリアに感染し
てしまいました。帰国後に発症して入院した
都立病院の感染症科の病床で「将来は国際保
健に進もう」と決めました。

国際保健医療協力の専門家のキャリアパス

グローバルヘルスへの グローバルヘルスへの 

まつおか　さだとし
1998 年 日本大学 国際関係学部 国際関係学科卒業。2000 年 杏
林大学大学院 国際協力研究科 国際開発専攻修了。システム科
学コンサルタント株式会社（現株式会社コーエイリサーチ＆コン
サルティング）調査計画部（～ 2006 年）勤務。2007 年 JICA 長
期専門家（カンボジア）。2010 年 ロンドン大学衛生・熱帯医学
大学院 修士課程修了。2012 年 JICA 長期専門家（ナイジェリ
ア）。2017 年 国立国際医療研究センター 国際医療協力局 人材
開発部研修課 入職。2017 年 大阪大学にて博士号（保健学）取
得。2020 年 より連携協力部 連携推進課 配属。主な業務は、コ
ロナ禍における在日外国人コミュニティへの情報提供体制整備
と、コロナ検査・診療へアクセスを可能にする道筋づくり / 低
中所得国における医療従事者育成システムの強化に関する研究
/ 公衆衛生的介入の効果評価研究（地域薬局における薬剤耐
性予防介入コクランレビュー、感染対策チームの効果系統的レ
ビューなど）/ 保健システムチームなど。2021 年 10 月より 「JICA
コンゴ民主共和国・保健人材開発支援プロジェクト フェーズ 3」
チーフアドバイザーとして活動中。

松岡 貞利
国立国際医療研究センター 国際医療協力局
上級研究員 / 保健学博士
2021 年 10 月から 「国際協力機構（JICA）コンゴ民主共和国・
保健人材開発支援プロジェクトフェーズ 3」チーフアドバイザー

国際医療協力局の専門家がグローバルヘルスに携わるようになった
きっかけや、培ってきた経験など、これまでのキャリアパスを紹介します



NEWSLETTER vol.17  2022     21

｜｜国際保健への道を進む

─そこからどのように専門知識を身につけて
いったのでしょうか。
松岡　国際保健の道に進むにあたっては専門
性が必要ですので、大学院に進学することに
しました。当時は、国際保健を学べる大学院
で文系出身を受け入れてくれるところは非常
に少なく、杏林大学大学院の国際協力研究科
で学ぶことにしました。開発学を幅広く学べ
るカリキュラムでしたが、私は保健系の科目
を多く履修しました。修士論文は、マラリア
対策に関するテーマで執筆しました。
　大学院修了時は就職氷河期で、希望通りに
就職することが本当に難しい時代でした。国
際保健への道を探しながら、NHK 国際放送局
でのアルバイトを経て、開発コンサルタント
会社でアルバイトとして働き始めました。

─開発コンサルタント会社では、実際に国際
保健の仕事に関わることができましたか。
松岡　そうですね。この会社は、主に国際協
力機構（JICA）の事業を実施していました。
保健事業を担当する部門で、コピー取りから
報告書作成補助など色々な庶務をこなしまし
た。半年ほど経った頃に「インドに行きたい
か？」と上司に問われ、初めて海外で仕事を
する機会を得ました。
　インドでの仕事は、JICA の開発調査といわ
れるスキームで、リプロダクティブ ･ ヘルス
に関する調査を実施し、改善計画を立案する
というものでした。そのなかで私の役割は、
お金の管理でした。右も左も分からない若造
が、いきなり海外の現場に放り込まれこまれ
たわけですから、しょっちゅう上司に怒られま
した。事業を進めるうえで、お金の扱いや経
営感覚を身につけることはとても重要なので、
この経験はその後の仕事でもとても役に立ち
ました。お金の管理をしながら、経験豊富な

コンサルタントのアシスタント業務を続け、
少しずつ技術的な経験を積んでいきました。
　そしてインド出張の時は契約社員、帰国後
はアルバイトに戻るといった期間が 1 年ほど
続いた後、ようやく正社員になりました。そ
の後も JICA の調査事業に関わりました。マ
ラウイ、ウズベキスタン、パキスタン、カン
ボジアで、お金の管理などの業務に取り組
むうちに、技術的な調査業務を経験すること
が徐々に増えていきました。

─開発コンサルタントとしての経験を積むな
かで、どのように国際保健医療協力の専門家
へと転身したのでしょうか。
松岡　2006 年にカンボジアに行き、その翌
年に開始予定の JICA の母子保健技術協力プ
ロジェクトの計画策定を含む調査業務に携わ
りました。そこに技術アドバイザーとして現
地入りされていた国際医療協力の医師から

「このプロジェクトに専門家で参加しません
か」と声をかけていただきました。
　専門家として参加するには、公募に応募し、
選考されなくてはなりません。会社の人事に
相談したところ「行くのであれば個人として
行ってください」という回答でした。私自身
の良いチャンスだと思い、会社を辞める決断
をしました。その翌日にこの仕事が決まった
という知らせが入りました。
　カンボジアでの JICA 専門家タイトルは「研
修マネジメント・地域保健 / 業務調整」でした。
現地のカウンターパートが研修計画を立てる
際の支援や、コミュニティの保健ボランティア
とヘルスセンターの協働を促進する支援、そ
してお金の管理に従事しました。現地のカウン
ターパートが、予算計画を含む提案書をしっ
かりつくれるようになり、他の援助機関からも
資金を獲得できるようになったのは嬉しかった
ですね。それから 10 年ほど、フリーランスの
コンサルタントという立場で仕事をしました。
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｜｜より深く学ぶために留学へ

─独立してからも国際保健医療分野を学び続
けていますね。
松岡　そうですね。2010 年にロンドン大学
衛生・熱帯医学校の修士課程に留学しました。
先ほどのカンボジアのプロジェクトで、国際
医療協力局からの専門家と一緒に仕事をし
て、多くのことを学びました。自分自身もしっ
かりと公衆衛生学を学びたいという思いが強
くなり、留学を決意しました。1 年間で修士
号が取れるのはラッキーだと思っていたので
すが、実際には 2 年分の課程を 1 年に詰め
込んでいると思うほど学習量が多く、大変な
日々でした。
　修了後は、ナイジェリアの JICA 母子保健
プロジェクトの専門家の公募に応募し、派遣
されました。その後継プロジェクトにも関わ
り、計 4 年半をナイジェリアで活動しました。
さまざまな調整業務をこなしながら、母子保
健サービス利用の阻害要因を抽出したり、プ
ロジェクトのインパクト評価（効果測定）を
行ったりと、調査・研究活動にも精力的に取
り組みました。
　それらの調査・研究の成果は、学術論文と
してまとめて発表しました。博士論文として
まとめる機会にも恵まれ、2017 年 1 月にナ
イジェリアから帰国後は、次の仕事を探しつ
つ、論文作成に注力しました。

｜｜ " 非 " 医療職としてたどり着いた
　 国際医療協力局

─その後、いよいよ国際医療協力局の専門家
としてのキャリアへとつながっていったので
すね。
松岡　そろそろ次の仕事を始めなければと考
えていた時期に、国際医療協力局が " 非 " 医
療職を採用することを知りました。それまで
の自分のキャリアをフルに活かせそうです
し、カンボジア時代に多くの国際医療協力局
の方々と仕事をして、職場の雰囲気も良さそ
うだと感じていたので応募しました。
　国際医療協力局では、保健人材分野を中心
に研修と研究の２つの業務に取り組んでいま
す。研修に関しては、企画・運営・管理を行っ
ていて、特に日本人向けの研修の体系化に力
を入れてきました。講義間での一貫性のなさ
や内容の重複、データの更新の必要性などの
課題があったため、初級者と中級者を対象と
したすべての研修に目を通し、周囲の協力を
得ながら改善していきました。
　また、外国人向けの研修では、海外で展開
中の JICA 技術協力プロジェクトの関係者を
日本に招いて研修する際の、国内受入れ先機
関との調整や、グループワークでのファシリ
テーション、アクションプランづくりの支援
に至るまで幅広く関わっています。
　研究では、主に 2 つの研究テーマにに取りロンドン大学留学時代の仲間たち（前列右が松岡さん）
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組んでいます。一つは「アセアン諸国におけ
る看護人材開発と関連する法的枠組み整備に
ついての分析」です。質の高い医療保健サー
ビスを提供するためには、質の高い保健人材
が必要であり、その人材育成を実現できる仕
組みが必要です。保健医療を学ぶ教育機関の
認可制度、免許交付制度、医療者の登録制度、
継続教育制度、免許更新制度などを整備する
必要があります。アセアン諸国における整備
進捗状況を分析することで、支援のあり方も
見えてくると考えています。
　もう一つは「研修のインパクト評価」です。
保健人材の質の維持・向上のためには、働き
ながら知識や技術をアップデートしていく必
要があります。世界ではアップデートを目的
に無数の研修が実施されていますが、保健医
療分野においては、研修の効果について科学
的な実証を試みた先行研究がほとんどない状
態です。相当な投資がなされているにも関わ
らず、効果検証が十分ではないことは良いこ
とではないでしょう。研究デザインの段階か
ら JICA などの援助機関も巻き込んで開始しま
した。そうすることで、研究から得られる提
言の実現可能性が高くなると考えています。

─今後はどのような活動をしてみたいと考え
ていますか。
松岡　今後、取り組んでみたいこととして、
インパクト評価研究の体系化ができないかと

模索しています。国際医療協力局は、低中所
得国や日本において健康課題の解決を目指し
て、さまざまな活動を行っていますが、すべ
ての取り組みの効果が検証されているわけで
はありません。また、同じ取組みでも、効果
がある場合とない場合があると思います。そ
こには文化的背景や介入のプロセスの違いが
あることが考えられます。このような部分ま
でも含めた体系的評価研究ができると有益な
知見が得られると考えています。
　そのうえで、研究から得られた知見やエビ
デンスを、保健医療分野における政策、公
衆衛生事業、臨床活動に取り入れ、定着・持
続させることを促す方法を追究する ” 実装科
学 ” につなげていきたいと考えています。

─最後に国際保健医療協力の世界を目指す人
へのメッセージをお願いします。
松岡　私のような " 非 " 医療職でも国際保健
医療協力の世界を目指すことができます。語
学力だけでなく、課題の把握や改善策の提案
には分析力といった研究のマインドも必要だ
と思います。健康課題はさまざまな分野の課
題ともリンクしており、世の中の社会、経済、
環境などの領域との関係性を見る高い視座が
必要だと感じます。そのうえでグローバルヘ
ルスの潮流を理解していくことが重要になり
ます。まずは国際医療協力局の研修への参加
はいかがでしょうか。

（左から）カンボジア農村部での聞き取り調査｜ナイジェリアのナゴス州知事より功労賞授与｜国際学会でベストポスター賞受賞｜
スイス・ジュネーブの WHO 本部保健人材局のパスカル博士との協議を終えて
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